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Ⅱ 主な労働安全衛生対策 

労働災害等が発生したら 

 労働者が労働災害（過労死等の労災業務上認定を含む）、その他就業中又は事業場内（そ

の附属建設物内を含む）における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業した

ときは、遅滞なく労働者死傷病報告書(労働安全衛生規則様式第 23 号)で所轄労働基準監

督署長に報告することが義務づけられています。(労働安全衛生規則第 97 条第 1 項) 

 また、休業した日数が１日から３日の場合は、1 月から 3 月まで、4 月から 6 月まで、

7 月から 9 月まで及び 10 月から 12 月までの期間の発生状況について、それぞれの期間

における最後の月の翌月末日までに労働者死傷病報告(労働安全衛生規則様式第 24 号) 

で所轄労働基準監督署長に報告することが義務づけられています。(同条第 2 項) 

 これらの報告は、労災保険の給付を受けるか否かを問わず報告が必要です。報告を怠

ると「労災かくし」として、厳しい処分を受けることがありますので注意してください。 

 ＊所轄労働基準監督署とは、事業場や建設現場を管轄する監督署ですので、災害発生

地と事業場所在地が異なる交通事故等の場合は被災者の所属事業場所在地の管轄と

なります。(※県内の労働基準監督署 P110 参照) 

 
爆発等の事故が発生したら 

爆発や火災、クレーンの倒壊やワイヤロープの切断等の特別な事故については、負傷者の

有無に関わらず事故報告書の提出が必要です。(労働安全衛生規則第 96 条) 

(上記のほか、遠心機械、研削といし等の破裂、建設物等の倒壊、第二種圧力容器の破裂、エ

レベーター等の搬器の墜落等が報告対象です。) 

 
死亡、重大な労働災害・事故が発生した場合には電話速報してください 
死亡や重い後遺障害が予想されるような重篤な災害、有害物による中毒等の特殊な災害、

一時に 3 人以上が被災するような重大災害が発生した場合には、直ちに(夜間・休日を含む)

所轄監督署に電話で速報してください。(災害等発生時は混乱しますので、あらかじめ緊急

連絡表を掲示する等の準備をお願いします。) 

交通事故等のように、事業場外の場所で発生した場合には、災害発生地を管轄する労働基

準監督署に電話速報を励行してください。事故報告対象事案についても、電話速報してくだ

さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．労働災害、事業場内等で災害・事故が発生したら 
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速報いただいた労働災害・事故については、労働基準監督署(原則として発生地を管轄する監督署)

の職員が即時に実地調査を行いますので、災害・事故の現状の保存、調査への立会等にご協力ください。

調査の実施予定等については、電話速報の際に確認してください。 

全国の労働基準監督署の管轄等については、厚生労働省のホームページで確認できます。 

厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/ 

神奈川県の労働災害発生状況等については、神奈川労働局のホームページで確認できます。 

神奈川労働局 http://www.kana-rou.go.jp/ 
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近年、働き盛りの方の「過労死」について、社会的関心が寄せられていますが、い

わゆる「過労死」として労災保険の請求が行なわれるものは、脳血管疾患と心臓疾患

がほとんどです。 

脳・心臓疾患の発症の基礎となる諸原因は、主に加齢、食生活、生活習慣等の日常

生活による諸要因や遺伝による要因により形成され、それが徐々に進行及び増悪し、

発症するものですが、疲労の蓄積が脳・心臓疾患の発生に影響を及ぼすとの医学的知

見が出されています。 

このような状況の中、医学的知見を踏まえ、平成 7 年 2 月及び平成 8 年 1 月の脳・

心臓疾患の労災認定基準が見直され、平成 13 年 12 月に認定基準が改定されました。

（脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準 P27 参照。） 

また、平成 17 年 11 月に労働安全衛生法が、平成 18 年 1 月に労働安全衛生規則が改

正され、労働者の過重労働及びメンタルヘルス対策の充実を図るために、事業者に対

し、時間外労働が月 100 時間を越え、疲労の蓄積が認められる労働者の申出があった

場合、医師による面接指導が義務づけられました。(平成 18 年 4 月施行) 

さらに、労働安全衛生法の改正の趣旨を踏まえ、平成 18 年 3 月に過重労働による健

康障害を防止するため事業者が講ずべき措置が示されました。 

併せて、過重労働による健康障害防止のための自主的改善事業、平成 16年 6月に公

開した「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」（P29 参照）等の活用促進のた

めの周知も図ることとされました。 

 
１ 趣旨 

長時間にわたる過重な労働は疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、

脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られている。働くことにより労働

者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、当該医学的知見を踏まえると、

労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとと

もに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適

切に実施することが重要である。  

このため、平成１４年２月から「過重労働による健康障害防止のための総合対策」（以下「旧

総合対策」という。）に基づき所要の対策を推進してきたところであるが、今般、働き方の多

様化が進む中で、長時間労働に伴う健康障害の増加など労働者の生命や生活にかかわる問題が

深刻化しており、これに的確に対処するため、必要な施策を整備充実する労働安全衛生法等の

改正が行われたところである。  

このような背景を踏まえ、過重労働による労働者の健康障害を防止することを目的として、

以下のとおり、事業者が講ずべき措置を定めたものである。  
２ 時間外・休日労働の削減  

(1) 時間外労働は本来臨時的な場合に行われるものであり、また、時間外・休日労働時間（休

憩時間を除き１週間当たり４０時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間をい

う。以下同じ。）が月４５時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連

性が強まるとの医学的知見が得られている。このようなことを踏まえ、事業者は、労働基準

法第３６条に基づく協定（以下「３６協定」という。）の締結に当たっては、労働者の過半

数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者とともにその内容が「労働基準法第

２．過重労働と健康障害 

過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置（概要） 

                   改正 平成 23 年 2 月 16 日 基発 0216 第 3 号 
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３６条第１項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」（平成１０年労働省告

示第１５４号。以下「限度基準」という。）に適合したものとなるようにするものとする。 

また、事業者は、休日労働についても削減に努めるものとする。  

  (2)  事業者は、労働時間の適正な把握を行うものとする。  

(3) 事業者は、裁量労働制対象労働者及び管理・監督者についても、健康確保のための責務が

あることなどに十分留意し、当該労働者に対し、過重労働とならないよう十分な注意喚起を

行うなどの措置を講ずるよう努めるものとする。  

 
３ 年次有給休暇の取得促進 

４ 労働時間等の設定の改善  

５ 労働者の健康管理に係る措置の徹底  
(1) 健康管理体制の整備、健康診断の実施 

事業者は、労働安全衛生法に基づき、産業医や衛生管理者、衛生推進者等を選任し、その

者に事業場における健康管理に関する職務等を適切に行わせるとともに、衛生委員会等を設

置し、適切に調査審議を行う等健康管理に関する体制を整備するものとする。  

なお、事業場が常時５０人未満の労働者を使用するものである場合には、地域産業保健セ

ンターの活用を図るものとする。  

また、事業者は、労働安全衛生法に基づき、健康診断、健康診断結果についての医師から

の意見聴取、健康診断実施後の措置、保健指導等を確実に実施するものとする。特に、深夜

業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、６月以内ごとに１回の健康診断を実施しな

ければならないことに留意するものとする。   

(2) 長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等  

ア 事業者は、労働安全衛生法等に基づき、労働者の時間外・休日労働時間に応じた面接指

導等（医師による面接指導及び面接指導に準ずる措置をいう。以下同じ。）を次のとお

り実施するものとする。  

① 時間外・休日労働時間が１月当たり１００時間を超える労働者であって、申出を行っ

たものについては、医師による面接指導を確実に実施するものとする。  

② 時間外・休日労働時間が１月当たり８０時間を超える労働者であって、申出を行った

もの（①に該当する労働者を除く。）については、面接指導等を実施するよう努めるも

のとする。  

③ 時間外・休日労働時間が１月当たり１００時間を超える労働者（①に該当する労働者

を除く。）又は時間外・休日労働時間が２ないし６月の平均で１月当たり８０時間を超

える労働者については、医師による面接指導を実施するよう努めるものとする。  

④ 時間外・休日労働時間が１月当たり４５時間を超える労働者で、健康への配慮が必要

と認めた者については、面接指導等の措置を講ずることが望ましいものとする。  

イ 事業者は、労働安全衛生法等に基づき、面接指導等の実施後の措置等を次のとおり実施

するものとする。  

① アの①の医師による面接指導を実施した場合は、その結果に基づき、労働者の健康を

保持するために必要な措置について、遅滞なく医師から意見聴取するものとする。また、

その意見を勘案し、必要があると認めるときは、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少

など適切な事後措置を講ずるものとする。  

② アの②から④までの面接指導等を実施した場合は、①に準じた措置の実施に努めるも

のとする。  

③ 面接指導等により労働者のメンタルヘルス不調が把握された場合は、面接指導を行っ

た医師、産業医等の助言を得ながら必要に応じ精神科医等と連携を図りつつ対応するも

のとする。  

(3) 過重労働による業務上の疾病を発生させた場合の措置  

事業者は、過重労働による業務上の疾病を発生させた場合には、産業医等の助言を受け、

又は必要に応じて労働衛生コンサルタントの活用を図りながら、次により原因の究明及び再

発防止の徹底を図るものする。 
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過労死等防止対策推進法（概要） 

平成 26年 6 月 27日公布 平成 26年 11月１日施行 
 
 

近年、我が国において過労死等が多発し、大きな社会問題となっており、さら

に、過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても

大きな損失であることから、過労死等に関する調査研究等について定めることに

より、過労死等の防止のための対策を推進するため、過労死等防止対策推進法が

制定されました。 
 その概要は、次のとおりです。 

過労死等防止対策推進法について 

 
 

「（23）ＰＤＦ追加過労死防止対策法」を挿入 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典）厚生労働省ホームページ 
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過労死等防止対策推進法について 

 
 

「（23）ＰＤＦ追加過労死防止対策法」を挿入 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典）厚生労働省ホームページ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

総 則 

 基本理念 過労死等の防止のための対策は、 
１ 過労死等に関する実態が必ずしも十分に把握されていない現状を踏まえ、過労死等に関する調査研究を行うことにより過労死等に関する実態を明らかに

し、その成果を過労死等の効果的な防止のための取組に生かすことができるようにするとともに、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を

促し、これに対する国民の関心と理解を深めること等により、行われなければならないこと。 
２ 国、地方公共団体、事業主その他の関係する者の相互の密接な連携の下に行われなければならないこと。 

 国の責務等 国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を規定 

 過労死等防止啓発月間 国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、過労死等防止啓発月間（мм
月）を規定 

 年次報告 政府は、毎年、国会に、我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況に関する報告書を提出しなければならない
ことを規定 

 目 的 近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大

きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕
事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とすること。 

 定 義 過労死等：業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする 
自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害 

過労死等防止対策推進法について 

 
政府は、過労死等の防止のための対策に関する大綱を定めなければならないことを規定 

過労死等の防止のための対策に関する大綱 

 
厚生労働省に、過労死等の防止のための対策に関する大綱を定めるに際して意見を聴く、当事者等、労働者代表者、使用者代表者及び専門的知識を有する者をもって

構成される過労死等防止対策推進協議会を設置 

過労死等防止対策推進協議会 

 
政府は、過労死等に関する調査研究等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、過労死等の防止のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるも

のとすることを規定 

過労死等に関する調査研究等を踏まえた法制上の措置等 

 
①調査研究等（※）、②啓発、③相談体制の整備等、④民間団体の活動に対する支援を規定 

※ 国は、過労死等に関する調査研究等を行うに当たっては、過労死等が生ずる背景等を総合的に把握する観点から、業務において過重な負荷又は強い心理的負荷を受けたことに関連する死亡又は傷病につい

て、事業を営む個人や法人の役員等に係るものを含め、広く当該過労死等に関する調査研究等の対象とするものとすることを規定 

過労死等の防止のための対策 

※施行期日：平成２６年１１月１日 


